
平
成
十
四
年
財
務
省
令
第
六
十
五
号

振
替
国
債
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
へ
の
同
意
等
に
関
す
る
省
令

国
債
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
振
替
国
債
を
取

り
扱
う
振
替
機
関
に
対
す
る
同
意
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
総
則
）

第
一
条
　
財
務
大
臣
は
、
振
替
国
債
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
振
替
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま

る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
法
第
八
十
八
条
及
び
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
振
替
機
関
（
同
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
振
替
機
関
を
い
い
、
同
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
業
を
営
む
日
本
銀
行

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
当
該
振
替
国
債
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
（
同
法
第
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
同
意
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
）

第
二
条
　
財
務
大
臣
は
、
前
条
の
指
定
を
す
る
と
き
は
、
告
示
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
同
意
）

第
三
条
　
財
務
大
臣
は
、
第
一
条
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
振
替
機
関
が
振
替
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業

務
規
程
等
に
お
い
て
次
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
国
債
を
取
り
扱
う
こ
と
が
適
切
な

者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
振
替
機
関
に
お
い
て
そ
の
国
債
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意

を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
振
替
国
債
（
振
替
機
関
が
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
元
金
及
び
利
子
を
受
領
す
る
場
合
に
お
い
て
、

次
に
掲
げ
る
取
扱
い
と
す
る
こ
と

イ
　
振
替
機
関
は
、
当
該
振
替
国
債
を
有
す
る
加
入
者
（
振
替
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
加
入
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
代
わ
っ
て
一
括
し
て
そ
の
元
金
及
び
利
子
を
受
領
す
る
こ
と

ロ
　
イ
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
が
受
領
し
た
も
の
を
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
取
扱
い
と
す
る
こ
と

（１）
　
加
入
者
が
振
替
機
関
か
ら
口
座
の
開
設
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
　
当
該
加
入
者
は
、
振
替
機
関
が

受
領
し
た
も
の
を
振
替
機
関
か
ら
受
領
す
る
こ
と

（２）
　
加
入
者
が
振
替
機
関
か
ら
口
座
の
開
設
を
受
け
た
者
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
位
機
関
（
振
替

法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
上
位
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
振
替
機
関
及
び

直
近
上
位
機
関
（
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
直
近
上
位
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
み
で
あ
る
場
合
　
当
該
加
入
者
は
、
当
該
直
近
上
位
機
関
が
当
該
加
入
者
に
代
わ
っ
て
振
替
機
関
か
ら

受
領
し
た
も
の
を
当
該
直
近
上
位
機
関
か
ら
受
領
す
る
こ
と

（３）
　
加
入
者
が
（
１
）
及
び
（
２
）
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
　
当
該
加
入
者
は
、
当
該
加
入
者
の
上
位
機

関
が
そ
の
下
位
機
関
（
振
替
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
下
位
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
当
該
加
入
者
に
代
わ
っ
て
受
領
（
振
替
機
関
か
ら
口
座
の
開
設
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て

は
振
替
機
関
か
ら
の
、
そ
の
他
の
上
位
機
関
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
直
近
上
位
機
関
か
ら
の
受
領
を
い

う
。
）
し
た
も
の
を
当
該
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
か
ら
受
領
す
る
こ
と

ハ
　
上
位
機
関
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
授
権
を
受
け

る
こ
と

二
　
振
替
機
関
及
び
口
座
管
理
機
関
（
振
替
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
口
座
管
理
機
関
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
い
て
そ
の
振
替
国
債
の
元
金
及
び
利
子
に
係
る
課
税

関
係
が
明
ら
か
と
な
る
取
扱
い
と
す
る
こ
と

三
　
削
除

四
　
振
替
機
関
の
直
近
下
位
機
関
（
振
替
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
直
近
下
位
機
関
を
い
う
。
）
で
あ
る
口

座
管
理
機
関
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
内
に
口
座
管
理
機
関
と
し
て
の
業
務
を
営
む
営
業
所
又
は
事
務
所
を
有
す

る
も
の
と
す
る
取
扱
い
と
す
る
こ
と

五
　
振
替
機
関
及
び
口
座
管
理
機
関
が
、
そ
の
振
替
国
債
の
振
替
を
行
う
た
め
の
口
座
の
開
設
を
受
け
る
者
に
つ

い
て
、
本
人
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
取
扱
い
と
す
る
こ
と

２
　
財
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
す
る
と
き
は
、
当
該
同
意
に
係
る
国
債
を
告
示
す
る
も
の
と
す

る
。

（
報
告
）

第
四
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
同
意
を
得
た
振
替
機
関
は
、
統
計
そ
の
他
の
資
料
の
作
成
に
関
し
、
財
務
大
臣
が
必

要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
日
本
銀
行
を
通
じ
て
財
務
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
財
務
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
二
日
財
務
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
一
日
財
務
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
三
〇
日
財
務
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及
び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
五
日
財
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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